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はじめに 

 

　今般、電子商取引の増加や高齢者を狙った詐

欺被害の多発、成年年齢の引き下げに伴う若年

層へのトラブルの拡大など、消費者を取り巻く

環境は目まぐるしく変化し、トラブルの内容も

複雑・多様化しております。 

　このような中、消費者が安全・安心な消費生

活を送るためには、多様な主体との協働による

消費者教育を推進し、自ら学び、考え、行動す

る自立した消費者を育むとともに、市民、消費

者団体の自主的な活動や地域での見守りを促進

することが必要になっております。 

　本市では、2014（平成 26）年に水戸市消費生活条例を制定し、2015（平成 27）

年には全国で初となる「健全で豊かな消費生活都市宣言」を行い、市民、事業

者、行政が一体となって消費者教育に取り組む施策を総合的に推進してまいり

ました。 

　このたび、2024（令和６）年度から５年間を計画期間とする「水戸市消費者

教育推進計画（第３次）」を策定いたしました。本計画では、消費者教育の推進、

消費者の自立支援、消費者教育の担い手の育成や活躍の場の創出等に取り組む

ことにより、消費者市民社会の形成に参画する「自ら学び・考え・行動する自

立した消費者の育成」を目指すこととしております。 

　市民一人一人が自立した消費者となるよう、市民や消費生活センター、学校

教育機関、消費者団体、警察等と相互に連携、協力しながら各種取組を推進し

てまいります。 

　結びに、本計画の策定に当たり、貴重な御意見をいただいた市民の皆様をは

じめ、慎重な御審議を賜りました水戸市消費生活審議会員の皆様に心から御礼

申し上げるとともに、今後の消費者市民社会の実現に、引き続き御理解、御協

力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

令和６年 10 月　　　　　　　　　　　　　　　　 

水戸市長　高橋　　靖 
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１　計画策定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

 

近年、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。特に、高齢化の進行、成年

年齢の引下げ、ライフスタイルの多様化に伴う家族や地域とのつながりの希薄化は、

多くの消費者トラブルの背景となっています。さらには、デジタル化の進展、電子商

取引の拡大、自然災害の激甚化、新型コロナウイルス感染症の拡大等は、新たな消費

者トラブルを発生させ、トラブルの内容も複雑化・多様化していることから、消費者

教育はより一層重要性を増しています。 

こうした中、国においては、「第４次消費者基本計画」(2020（令和２）年３月閣議

決定)に基づき、社会情勢の変化や持続可能な社会の実現に向けた新たな課題等に適

切に対応するため様々な政策を推進するとともに、ＳＤＧｓ※１の達成に貢献するため

に消費生活の観点からも取組を進めているところです。 

本市においては、2015（平成 27）年度の「水戸市消費者教育推進計画（以下、「第

１次計画」という。）」の策定をはじめ、2020（令和２）年度には、第１次計画の取組

から課題を明らかにして見直しを行い、必要な施策を計画的かつ継続的に推進してい

くために「水戸市消費者教育推進計画（第２次）（以下、「第２次計画」という。）」を

策定するなど、「多様化する未来に向けた、消費者教育による消費者市民社会※２の実

現」を目指して取組を行っているところです。 

人は生まれてから、生涯を全うするまで、商品やサービスを購入しながら生活して

おり、一生消費者であり続けます。消費者が安全・安心な消費生活を送るためには、

主体的により良い選択ができるよう、消費者教育を一層推進し、自らが被害の回避や

対処をするとともに、自らの日々の行動が未来を変えていくことを自覚できる人づく

り、まちづくりが求められています。 

本計画は、変化の激しい現代社会において、時代に応じた消費者教育を更に推進し

ながら、「自ら学び、自ら考え、自ら行動する」自立した消費者の育成と持続可能な

社会の形成に向けた一人一人の消費活動を通して、消費者市民社会の構築を目指し、

国・県の方針やＳＤＧｓの理念を踏まえるとともに、水戸市第７次総合計画－みと魁・ 

Next プラン－や関連計画との整合を図りながら、策定するものです。 

 

 
第１章　計画策定の基本的事項
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２　計画の位置付け 

 

消費者教育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水戸市消費生活条

例第 19 条に規定する消費者教育の推進に関する計画として策定します。 

 

【参考図】水戸市消費者教育推進計画（第３次）の位置付け 

 

計画とＳＤＧｓとの関連性 

　 　 　 　 　 

 

３　計画の範囲　　　　　　 

 

この計画は、消費者教育の推進に関する法律第２条第１項に定義された「消費者の

自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民

社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含

む。）及びこれに準ずる啓発活動」を対象とします。 

  

【国】　　　　　　　　　　　　　【水戸市】 

 

 

 

 

 

 

【県】 

 

　 

 

・消費者基本法 

・第 4次消費者基本計画 

・消費者教育の推進に関する法律 

・消費者教育に関する基本的な方針 

・水戸市消費生活条例 

・健全で豊かな消費生活都市

宣言 

水戸市消費者教育推進計画（第３次）

・茨城県消費者基本計画（第４次） 

水戸市第 7次総合計画 

－みと魁・Next プラン－

・市の各分野の個別

計画
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４　計画期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

計画の期間は、 水戸市第７次総合計画－みと魁・Next プラン－との整合を図り、

2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度までの５年間とします。ただし、国の

動向や社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要がある場合には、見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1　ＳＤＧｓ 
2015（平成 27）年 9月に国連の持続可能な開発サミットで採択された、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に

ついて、全ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す 17 の国際目標 
※2　消費者市民社会 

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在

及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公

正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会
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１　消費者を取り巻く現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　 

(1)　社会状況の変化 

 

ア 高齢化の進行 

全国的に少子化が進行し、総人口が減少している一方で、平均寿命の延伸に伴

い高齢者人口は増加しており、超高齢社会を迎えている状況にあります。 

  本市においても全国と同様の傾向がみられ、総人口は 2020（令和２）年の国勢

調査において人口減少に転じました。年齢区分別に見ると、年少人口（15 歳未満）

や生産年齢人口（15 歳～64 歳）が減少し、高齢者人口（65 歳以上）は、全人口

の 27.5％（2023（令和５）年 10 月１日現在）を占め、今後も高齢化率は上昇す

ると見込まれています。 

　こうした高齢化の進行に伴い、高齢者を狙った詐欺被害やトラブルが多数発生

しています。高齢者は、「お金」「健康」「孤独」といった不安につけ込まれ、消費

者被害に遭いやすい傾向がある一方で、トラブルに遭った際に積極的な対処をし

ない傾向も見られます。そのため、消費者被害への対処の遅れや泣き寝入りにつ

ながるおそれがあり、被害が拡大することも危惧されています。 

　 

イ 成年年齢の引下げ 

民法改正により、2022（令和４）年４月１日に成年年齢が 18 歳に引下げられま

した。今般の成年年齢の引下げにより、18 歳、19 歳の若者の自己決定権を尊重し、

消費生活の変化や積極的な社会参加を促すことが期待されています。これに伴い、

若者は成年として親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるよう

になるなど、可能性が広がる一方で、未成年者取消権を行使することができなく

なりました。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも、その契約に対して責任

を負うのも自分自身になります。 

　成年になった若者が消費者トラブルに遭わないようにするためには、早い段階

から、契約について学び、様々なルールを知るとともに、その契約が必要かよく

検討する力を身につけておくことが重要です。 

 

 
第２章　消費者教育推進の意義
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ウ 世帯の単身化・地域コミュニティの衰退 

本市においては、2016 (平成 28)年をピークに人口が緩やかに減少する一方で、

１人世帯、２人世帯の世帯数は増加傾向にあります。これは、核家族化や未婚化・

晩婚化等を背景とした単身世帯や単身高齢者の増加が要因の一つであると考えら

れます。 

地域社会における人と人とのつながりの希薄化等により、孤独・孤立の問題が

顕在化、深刻化しています。相談できる家族を持たず、また地域コミュニティの

衰退等によって、近隣で相談できる人を持てなくなることで地域社会から孤立し

た高齢者、障害者、若者等が増加することが懸念されます。孤独・孤立の状態の

消費者は、トラブルに巻き込まれた際に誰にも相談できず一人で抱え込んでしま

う傾向にあることから、消費者トラブルの増加や更なる深刻化を招くことが懸念

されています。 

 

エ デジタル化の進展 

総務省の「令和４年通信利用動向調査」（2023（令和５）年５月公表）によると、

「モバイル端末（携帯電話、スマートフォンのうち１種類以上）」の世帯保有率は、

世帯主が高齢者の世帯であっても 80％を超えています。また、インターネット利

用者の割合は全体の84.9％、13歳から59歳までの各年齢層で90％を超えており、

70 歳以上の年齢層でも上昇をしています。個人のインターネット利用機器は、ス

マートフォンがパソコンを上回っており、20歳から59歳までの各年齢層で約90％

が利用しています。 

スマートフォン等デジタル機器の普及や新型コロナウイルス感染症拡大におけ

る「新しい生活様式」に基づいた消費行動を受けて、ネット通販等のデジタル取

引が幅広い世代に広がり、「誰もが、どこでも、いつでも、手軽にアクセス」して、

商品やサービスを購入できるようになりました。その反面、不適切な情報に接触

する機会も増えています。端末の画面に表示される情報で取引の判断をしている

ため、重要な情報を見落としてしまうこと、さらには、広告や宣伝（ＳＮＳや動

画によるプロモーションを含む。）でデジタル技術が巧みに用いられることで、衝

動買いが誘発されたり、合理的な判断ができなくなる場合があります。手続きが

簡易、迅速であるがゆえに、表示を十分に確認する間もなく契約してしまうおそ

れもあります。 

インターネット、ＳＮＳに関する消費者トラブルは、特定の世代に限らず、若

者から高齢者まで幅広い世代で発生しています。デジタル化が進展した社会では、
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全ての消費者が消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。こどものころ

からインターネットやパソコンのある環境で育ってきた「デジタルネイティブ世

代」といわれる若者も例外ではありません。そのような中で、消費者は消費者ト

ラブルに遭わないための知識だけでなく、自分が加害者にならないための知識等、

「消費者力」（判断力を持って生活する力）を向上させる必要があります。 

 

オ 自然災害の激甚化等 

2011（平成 23）年３月 11 日に発生した東日本大震災、2019（令和元）年の東

日本台風、2024（令和６）年の能登半島地震など、これまでの想定をはるかに超

える規模の災害が発生しています。さらに、2020（令和２）年には、新型コロナ

ウイルスが国内外で猛威を振るい、私たちの消費生活に大きな影響をもたらしま

した。 

　このような緊急時には、不確かな情報が増加することから、普段は消費者トラ

ブルに遭う可能性が低い消費者についても、生活必需品の買い占めによる物資不

足、転売行為、災害に便乗した悪質商法等のトラブルに巻き込まれる可能性が高

くなります。 

 

(2)　消費生活相談の現状 

 

ア 相談件数 

本市の消費生活相談件数は、2011（平成 23）年度以降、年間約 2,000 件前後で

推移していますが、直近 10 年間では、2015（平成 27）年度が 2,698 件であり、

ピークとなりました。以降、減少傾向が見られましたが、2018（平成 30）年度に

相談件数の増加が見られました。増加の主な要因は、スマートフォンの普及によ

り、身に覚えのないデジタルコンテンツの利用料や会費等についての架空請求に

関する相談が増えたことであると考えられます。2019（令和元）年度以降は、相

談件数に落ち着きが見られ、直近２年間の相談件数は 2,000 件を下回る状況とな

りました。 
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【図１　相談件数の推移】（水戸市調べ） 

 

 

イ 相談状況（年代別） 

60 歳代以上からの相談は、2018（平成 30）年度のピーク時からは減少している

ものの、全体の４割を占めており、依然として高い割合で推移しています。20 歳

代、19 歳以下の若者については、緩やかに相談件数が増加していますが、2022（令

和４）年度はやや減少しました。成年年齢の引下げにより、今後もトラブルに巻

き込まれる若者が増えると懸念されていることから、これまで以上に若者に対し

て消費生活センターを周知することが重要です。 

また、多重債務による相談件数は減少しています。一方で、金融庁によると、

貸金業者からの無担保無保証借入残高が複数件ある人は、全国で 116 万人（2022

（令和４）年３月末時点）います。多重債務に陥った人の中には、返済をするた

めに、さらに借り入れを行う人、苦しみ抜いた末に自殺を図る人も多くいます。

このことから、多重債務で苦しんでいる市民を早期に発見し、生活再建に向けて、

適切な専門機関に迅速につなぐことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

（件）

（件）
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【図２　年代別相談件数の推移】（水戸市調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３　多重債務相談件数の推移】（水戸市調べ） 

 

 

 

ウ 消費生活相談の販売購入形態別の変化 

販売別購入形態件数をみると、「通信販売」の相談件数が最も多く、増加傾向に

あります。「通信販売」には、インターネットでのショッピングのほか、ＳＮＳや

メールでの架空請求などもカウントされています。原因としては、デジタル化の

（件）
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進展やコロナ禍における在宅時間の増加に伴い、インターネットを利用した買い

物等の機会が拡大したことが考えられます。また、高齢者等を中心として「電話

勧誘販売」の手口が一層巧妙になり、不必要な商品を追加で申込ませる等のケー

スがみられました。 

 

【図４　販売別購入相談件数】（水戸市調べ） 

 

 

【表１　販売購入形態別の用語の説明】（水戸市調べ） 

 

 
店舗購入 店舗で商品等を購入した場合。

 
訪問販売

家、職場等に事業者訪問してきて契約したもの。 

（※自分で家、職場に呼んだ場合は除く。）

 
通信販売

郵便、電話、ファックス、インターネット等の通信手段を用い

て契約した場合。

 
マルチ・マルチまがい

特定商取引法に定められている連鎖販売取引（マルチ商法）や

マルチ商法まがいの取引。

 
電話勧誘販売

業者が消費者に電話をかけ、その電話における勧誘により、郵

便等で契約をさせる販売方法。

 
ネガティブ・オプション

消費者から申し込まないのに、業者が売買契約の申し込みにか

かわる商品を送付する販売方法。「送り付け商法」ともいう。

 
その他無店舗 店舗ではないところでの契約。屋台、露天、自販機など。

 
訪問購入 業者が、家に貴金属や金券等を買い取りに来て売却した場合。

 
不明無関係 上記以外のものまたは無関係のもの。慣習や法律についてなど。

（件）
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エ 消費生活相談の主な内容（年代別）  

相談内容を年代別にみると、19 歳以下では、2022（令和４）年度にこれまで相

談件数の上位になかった「インターネットゲーム」が増加し、具体的には、こど

もがゲームで高額な課金をしてしまうとの内容でした。20 歳代以降の全ての年代

においては、商品一般のほかに、2022（令和４）年度は「フリーローン・サラ金」

等の消費者ローンの相談件数が急増しています。 

市消費生活センターには、多様な相談が寄せられており、様々な消費者トラブ

ルが起こりうる中で、消費者の年代に応じて、多様な場における消費者教育、啓

発をより一層推進していく必要があります。 

 

【表２　19 歳以下の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

【表３　20 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

 

 

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 
１ 放送・コンテンツ等 10 他の教養・娯楽 ８

インターネットゲ

ーム
９

 ２ 健康食品 ７ 化粧品 ５ 化粧品 ５

 ３ 電気 ５ 商品一般 ４ 商品一般 ２

 ４ 紳士服・婦人服 ４ 書籍・印刷物 ３ 紳士・婦人用バック ２

 
５ 集合住宅 ２

レンタル・リー

ス・賃貸
２

インターネット通

信サービス
２

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 １ 放送・コンテンツ等 19 融資サービス 15 商品一般 16

 
２ 融資サービス 16 商品一般 13

フリーローン・サラ

金
16

 ３ 商品一般 ９ 他の教養、娯楽 13 自動車 ７

 ４ 役務一般 ９ 内職、娯楽 11 不動産賃貸 ７

 ５ 電気 ７ 化粧品 10 携帯電話サービス ７
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【表４　30 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

【表５　40 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 
１ 商品一般 17 商品一般 17

フリーローン・サラ

金
19

 ２ 融資サービス 14 融資サービス 12 商品一般 15

 
３ 放送・コンテンツ等 13

レンタル・リー

ス・賃借
10

インターネット通

信サービス
８

 
４ 健康食品 10

他の金融関連サ

ービス
７ 他の健康食品 ６

 
５ 自動車 ９ 役務その他 ７

金融関連サービス

その他
６

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 
１ 融資サービス 25 融資サービス 22

フリーローン・サラ

金
20

 ２ 商品一般 17 商品一般 16 商品一般 19

 ３ 健康食品 16 化粧品 12 不動産賃貸 10

 
４ 放送・コンテンツ等 14

インターネット

通信サービス
11 健康食品 ８

 
５

インターネット通

信サービス
13 役務その他 10 電気 ７
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【表６　50 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

【表７　60 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

【表８　70 歳代の主な相談内容】（水戸市調べ） 

 

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 １ 融資サービス 41 融資サービス 35 商品一般 24

 ２ 商品一般 29 商品一般 30 化粧品 18

 
３ 放送・コンテンツ等 26

インターネット

通信サービス
19

フリーローン・サラ

金
17

 ４ 化粧品 22 化粧品 15 電気 10

 ５ 健康食品 19 役務その他 10 化粧品 ９

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 １ 商品一般 40 融資サービス 25 商品一般 38

 ２ 融資サービス 26 商品一般 24 化粧品 23

 
３ 放送・コンテンツ等 21 化粧品 18

フリーローン・サラ

金
12

 
４ 工事・建築・加工 18

インターネット

通信サービス
16 相談その他 10

 
５ 健康食品 11

移動電話サービ

ス
13 自動車 ６

 2020（令和２） 

年度
件

2021（令和３） 

年度
件

2022（令和４） 

年度
件

 １ 商品一般 78 商品一般 83 商品一般 74

 
２ 工事・建築・加工 34

インターネット

通信サービス
36

フリーローン・サラ

金
22

 
３

インターネット通

信サービス
30 融資サービス 30

インターネット通

信サービス
17

 ４ 放送・コンテンツ等 29 相談その他 24 電気 15

 ５ 融資サービス 26 電気 20 化粧品 15
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【 表 ９ 　 主 な 相 談 内 容 ・ サ ー ビ ス の 用 語 の 説 明 】（ 水 戸 市 調 べ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス内容 主な内容

 商品一般 商品名を明らかにしない架空請求や電話勧誘等の相談。

 
フリーローン・サラ金

消費者金融会社、クレジット会社、銀行等が扱う、使途

を限定しないで設定されている消費者ローン。

 
化粧品 化粧水・乳液・化粧クリーム・頭髪用など。

 
電気 エネルギーとしての電気。

 インターネット通信サ

ービス
インターネット接続回線等のトラブル。

 
健康食品

健康食品の強引な勧誘やネガティブ･オプション（送り付

け商法）等の相談。

 レンタル・リース・ 

賃借
不動産の賃借等の相談。

 
自動車 自動車等の修理に関するトラブルの相談。

 
工事・建築・加工 不動産の請負工事等の相談。

 金融関連サービスその

他

クレジットカード関連、債権回収サービス、暗号資産な

ど。

 
放送コンテンツ等

携帯電話やパソコンでの有料サイトの契約トラブル、利

用料金の架空請求等の相談。

 
融資サービス 多重債務の債務整理、ヤミ金等の相談。

 
相談その他 プライバシーに関わるものや訴訟等の相談。

 
役務その他 電話勧誘、解約、価格、契約書等の相談。
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(3)　消費者教育推進をめぐる課題 

 

　　消費者トラブルが発生した場合、必ずしも損害が回復できるとは限りません。た

とえ経済的な回復ができても、トラブル解決までの心労を全て取り戻すことは非常

に厳しい状況となります。 

そのため、消費者自身が、事前に被害や危険を予測することによりトラブルを回

避し、被害に遭った場合には適切に対処することができる能力を高めていくことが

必要です。高齢化の進行、成年年齢の引下げ、世帯の単身化・地域コミュニティの

衰退、デジタル化の進展、自然災害の激甚化等の社会の変化を背景とする消費者ト

ラブルへの対応が課題となっています。 

そのため、消費者の権利を尊重しながら、消費者が安心して、安全で豊かな消費

生活を営むことができる消費者市民社会の実現を目指し、主体的により良い選択を

行い、自らの日々の行動によって未来を変えていくことができる消費者を育成する

ために、消費者教育を推進する必要があります。 

また、消費者教育は、消費者の被害防止のための教育にとどまらず、消費者に対

して、地域経済や地球環境に与える影響を意識した消費行動を促進する役割を持ち

ます。そして、消費者は、地域経済、地球環境等に与える影響に思いを巡らせ、思

いやりのある行動をすることが求められています。 

　消費者教育の推進については課題があり、特に、学校においては、多忙な教員に

対する研修機会の不足、適切な教材や指導法の不足等が挙げられ、地域においては、

成人層や情報の届きにくい人への情報提供の難しさ等があることから、教材や啓発

手法等の工夫や消費者教育の担い手の育成が必要です。 
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２　水戸市消費者教育推進計画（第２次）の取組と評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

 

水戸市消費者教育推進計画（第３次）の策定にあたり、前計画である第２次計画で

掲げられた基本方針ごとの主な実施内容と、課題及び今後の方向性をまとめました。 

 

【基本方針１】ライフステージに応じた教育環境の充実による消費者の自立支援 

（目標指標） 

※出前講座と移動教室の合計 

 

（基本施策と実施内容） 

 

指　標

基準値 

(2018 年度) 

(平成 30 年度)

実績値 

(2019 年度) 

(令和元年度)

実績値 

(2020 年度） 

(令和２年度)

実績値 

(2021 年度) 

(令和３年度)

実績値 

(2022 年度) 

(令和４年度)

目標値 

(2023 年度) 

(令和５年度)

 消費生活に関

する講座等の

参加者数（年

間）

4,801 人 3,539 人 1,754 人 2,886 人 3,425 人 6,000 人

 
基本施策 実施状況 主な実施内容

 

学校教育等にお

ける消費者教育

の推進

実施

・成年年齢の引下げに伴い、若者に消費者トラブルに関す

る啓発をするため、市内の全ての中学３年生へチラシ・

ポスターの配布（2021（Ｒ３）年度から） 

・次年度成年年齢に達する高校２年生へパンフレットの配

布（2021（Ｒ３）年度から） 

・市内の小中学校や高等学校、専門学校、大学での出前講

座の実施（毎年度） 

 

  

 

地域社会におけ

る消費者教育の 

推進 

 

 

一部実施

・消費者月間事業の実施（毎年度） 

・福寿のつどいにおいて、消費者サポーター※3 による訪問

啓発の実施（要望があった地区）（毎年度） 

・出前講座の実施（毎年度）
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（課題及び今後の方向性） 

　自立した消費者の育成を目指していくため、引き続きライフステージに応じた消費

者教育を実施していくことが重要です。特に、2022（令和４）年４月に成年年齢の引

下げが行われたことを踏まえ、中高生世代への消費者教育、啓発は急務であり、拡大

させることが必要です。また、高齢者等の中には、トラブルに遭った際に積極的に解

決をしない傾向がみられることから、高齢者等と接する機会の多い民生委員や福祉関

係者、消費者サポーター等と市消費生活センターが、より連携を図ることが必要とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本施策 実施状況 主な実施内容

 

高齢者や障害者

等への消費者教

育の推進

一部実施

・消費者安全確保地域協議会の設置（2021（Ｒ３）年度か

ら） 

・福寿のつどい（敬老会）において、参加予定者全員にパ

ンフレットの配布（毎年度） 

・商業施設等での街頭キャンペーンの実施（毎年度） 

・出前講座の実施（毎年度）

 

家庭における消

費者教育の推進
一部実施

・親子教室の開催（毎年度） 

・出前講座の実施（毎年度）

 

職域における消

費者教育の推進
一部実施

・「消費者志向経営※４」をテーマとしたシンポジウムの開

催（2022（Ｒ４）・2023（Ｒ５）年度）※県内初開催 

・事業者向けに「消費者志向経営」に関するアンケートの

実施（2021（Ｒ３）・2022（Ｒ４）年度） 

・出前講座の実施（毎年度）

※３　消費者サポーター 
みと消費者市民大学の過程を修了した方に市が委嘱し、各地域において消費生活に関する啓発や見守り活動を 
行う。消費者トラブル等の異変に気づいた際には、市消費生活センターへつなぐ役割を担っている。 

 
※４　消費者志向経営 
　　　消費者志向経営（愛称：サステナブル経営）とは、事業者が、消費者全体の視点に立ち、健全な市場の担い手

として、消費者の信頼を獲得するとともに、持続可能で望ましい社会の構築に向け、社会的責任を自覚して事

業を行うこと。なお、消費者庁は 2016（平成 28 年）から推進しており、消費者志向経営自主宣言企業の募集、

表彰制度を実施している。
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【基本方針２】消費者教育を推進する担い手の育成と連携の強化 

（目標指標） 

 

（基本施策と実施内容） 

　 

　（課題及び今後の方向性） 

　　多忙な学校現場において消費者教育を継続的に推進していけるよう、若者が巻き

込まれやすい消費者トラブルの事例や質の高い消費者教育教材に関する情報提供

を通じて、教員に対する支援、啓発を継続していく必要があります。 

　消費生活に関わる問題は複雑化・多様化しており、消費生活センター単独での対

応が困難な事例もあることから、消費者団体や関係機関等との連携を強化し、被害

の未然防止及び拡大防止を図る必要があります。そのため、消費者団体はもちろん

 

指　標

基準値 

(2018 年度) 

(平成 30 年度)

実績値 

(2019 年度) 

（令和元年度）

実績値 

(2020 年度） 

(令和２年度)

実績値 

(2021 年度) 

(令和３年度)

実績値 

(2022 年度) 

(令和４年度)

目標値 

(2023 年度) 

(令和５年度)

 消費者サポータ

ーの登録者数

（延べ）

34 人 60 人 60 人 80 人 80 人 100 人

 
基本施策 実施状況 主な実施内容

 

教職員の消費者

教育に関する知

識と理解の向上

一部実施

・教員及び市民を対象に、ＳＤＧｓ（エシカル消費※５を含

む）をテーマとしたオンライン講演会（水戸市ＨＰ公開）

の開催（毎年度） 

・教員向けに、消費生活に関するアンケートの実施（2021 

（Ｒ３）・2022（Ｒ４）年度・2023（Ｒ５）年度） 

・出前講座の実施（毎年度）

 

地域における担

い手の発掘・育

成

一部実施

・消費者団体へ、研修の実施及び消費者団体事業補助金の

交付（毎年度） 

・消費者団体の移動学習への協力（毎年度） 

・みと消費者市民大学の開講（2021（Ｒ３）・2023（Ｒ５）

年度） 

・みと消費者市民大学院の開講（2020（Ｒ２）・2022（Ｒ

４）年度） 

　※市民大学及び市民大学院は、隔年開催

 
相談体制の充実

と各主体との連

携強化

実施

・相談員の相談能力向上のため、国や県が指定するテーマ

の研修へ参加（毎年度） 

・水戸市安心・安全見守り隊と連携による動画作成（2022

（Ｒ４）年度）
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のこと、警察、環境、福祉や教育分野等の行政・民間機関、さらにはＳＤＧｓの推

進に取り組む事業者までも含めた様々な主体との連携の強化が必要となります。ま

た、地域における消費者教育を推進する担い手の発掘・育成を継続するとともに、

福寿のつどいにおける啓発等の他に活躍の場を創出していくことが必要です。 

 

【基本方針３】消費者教育に関する教材の提供及び情報発信等の充実 

 

（基本施策と実施内容） 

 

（課題及び今後の方向性） 

　消費者トラブルを未然に防止するため、消費生活に関する情報提供を引き続き行う

とともに、災害発生など混乱期にある際には、消費者トラブルに対して知識、経験、

立場、交渉力等の点で不利となる消費者へ、迅速かつ効果的な情報提供を行う必要が

あります。 

　また、マイボトル、マイバックの持ち歩きなどが浸透し、何かしらのエシカル消費

を日常的に実践している市民が多く見られるようになりました。ＳＤＧｓの一層の推

進を図るため、多岐にわたるエシカル消費行動を更に実践してもらえるよう、エシカ

ル消費の理念を普及させる必要があります。 

 
基本施策 実施状況 主な実施内容

 消費者教育に使

用される教材等

の充実と情報発

信

一部実施
・貸出用教材を整備し、随時貸出しを行える体制の整備（毎

年度）

 

消費者問題に関

する情報発信
一部実施

・出前講座等において、ＩＣＴを活用したサービス等に対

する啓発（毎年度） 

・ホームページ、市の広報紙等を活用した情報提供の実施

（随時） 

・ＳＮＳ（水戸市公式ＬＩＮＥ、Ｔｗｉｔｔｅｒ等）を活

用した情報提供の実施（随時） 

・高齢者向けのチラシ、パンフレットの作成

 

持続可能な消費

に関する啓発・

取組

一部実施

・庁舎内で、フェアトレードに関する展示及び民間団体に

よる販売会の開催（毎年度） 

・出前講座の実施（毎年度） 

・ＳＤＧｓ（エシカル消費を含む）をテーマとしたオンラ

イン講演会（水戸市ＨＰ公開）の開催（毎年度） 

・消費生活センター内にきずなＢＯＸの設置（2020（令和

２）年度から）

※５　エシカル消費 
人や社会、地球環境に配慮した倫理的に正しい消費行動
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１　目指す姿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  

 

 

 

 

安全で安心な消費生活を送るためには、消費者自身が正しい知識や判断力を持ち、 

 

自主的かつ合理的に行動し、被害を避け、被害に遭った場合には適切に対処する「消

費者力」を身に着ける必要があります。また、消費者が権利※６を実現できるよう、そ

の責任を果たすための支援に取り組むとともに、消費者一人一人の行動が、地域経済、

地球環境等の大きな課題に発展することを意識することも重要です。そのため、多様

な主体との協働による消費者教育を推進し、自ら学び、考え、行動する自立した消費

者を育むとともに、市民、消費者団体の自主的な活動支援や地域での見守りなどによ

り、『消費者市民社会の形成に参画する　自ら学び・考え・行動する自立した消費者

の育成』を目指すこととします。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

  

 
第３章　計画の基本的な考え方

消費者市民社会の形成に参画する 

自ら学び・考え・行動する自立した消費者の育成 

・商品のラベル、説明

書をよく読んで使

用する。 

・周りの人が誤った使

い方をしていれば、

注意する。

 
「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活

に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼ

し得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」

のこと。（消費者教育推進法第２条第２項）

消費者市民社会とは

消費者市民社会において、私たちが実践する具体例

・安全性に疑問があ

る場合には、事業

者に質問する。 

・環境や社会に配慮

された商品やサー

ビスを選択する。 

・消費者のための制

度（クーリング・

オフ等）について

理解する。 

・高齢者の見守り活

動に参加する。

・商品情報、市町村

や消費生活セン

ター等の発信す

る消費者情報、被

害情報を収集す

るよう努める。

※６　消費者の権利 
消費者基本法第２条に位置付けられた、消費者の安全確保などの権利
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２　基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

市民の消費生活の安定と向上のためには、消費者教育の果たすべき役割は大きく、

効果的な実践方法が求められています。本市では、国の基本方針、本市の消費者を取

り巻く現状等を踏まえ、消費者教育の推進のための基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

 基本方針１　消費者教育の推進と自立支援

 成年年齢の引下げ、デジタル化の進展、災害の発生時等の社会情勢の変化にも対

応でき、自ら学び、考え、行動する自立した消費者の育成を図るため、幼児期から

高齢期までのライフステージや、学校、家庭、地域等の様々な場の特性に応じた体

系的な消費者教育を推進するとともに、消費者の自立を支援します。 

また、ＳＤＧｓの達成に貢献するため、消費者が身近にできる持続可能な取組で

あるエシカル消費等について、その趣旨や概念の普及・啓発活動を推進し、消費者

市民社会の一員としての行動を促進していきます。

 基本方針２　消費者教育を推進する担い手の育成と活躍の場の創出

 市消費生活センターを中心に、学校や地域、職域等の多様な主体との連携を図り

ながら、消費生活に関する正しい知識を持ち、消費者団体等において中心的役割を

果たす、消費者教育を推進する担い手の育成を図ります。また、培った様々な知識

や知恵を共有し、地域における消費者トラブルを未然に防止するほか、トラブル発

生時に各種団体と連携しコーディネートできるようにするため、消費者教育を推進

する担い手の活躍の場を創出していきます。

 基本方針３　消費生活センターの機能強化

 市消費生活センターの認知度を高め、消費者教育推進の拠点として周知するほ

か、相談窓口の拡充や相談員の専門知識の向上により、相談体制の充実を図ります。

また、消費者行政に関する他の機関等の知見や人材を活用するなど、相互に協力し

あい結びつく体制を整備するため、多様な機関・団体との連携を強化します。さら

に、平時だけでなく、災害の発生、感染症拡大時など、機会を捉えて消費者問題に

関する情報提供を効果的に行い、消費者トラブルの防止に努めます。
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３　施策の体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

目指す姿

消費者市民社会の形成に参画する　　　

自ら学び・考え・行動する自立した消費者

の育成

 
基本方針 基本施策

 

１　消費者教育の推進と 

自立支援

１－１　学校教育等における消費者教育の推進 

１－２　地域社会における消費者教育の推進 

１－３　高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

１－４　家庭内における消費者教育の推進 

１－５　職域における消費者教育の推進 

１－６　持続可能な消費に関する啓発・取組

 

２　消費者教育を推進する 

担い手の育成と活躍の 

場の創出

２－１　教職員の消費者教育に関する知識と理解の 

向上 

２－２　地域における担い手の発掘・育成 

２－３　消費者サポーターの活躍の場の創出

 

３　消費生活センターの 

　　機能強化

３－１　消費生活センターの周知及び相談体制の充 

　　　　実 

３－２　多様な機関及び団体との連携強化 

３－３　消費者問題に関する情報提供
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基本方針１　消費者教育の推進と自立支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

♦基本施策１－１　学校教育等における消費者教育の推進 

　小学校、中学校、高等学校における学校教育では、新たな学習指導要領において消

費者教育に関する内容が充実されたことを踏まえ、引き続き学校と連携した消費者教

育の推進を図ります。特に、成年年齢引下げやインターネット取引等デジタル技術を

利用した消費行動の拡大を踏まえ、デジタルサービスの仕組みやリスクの理解促進に

向けた若年者に対する消費者教育をより一層推進します。また、消費行動を通じた持

続可能な社会を形成するための施策を実施します。 

 

 
第４章　施策の展開

 取組の方向性 具体的な取組

 【小学生、中学生への消費者教育】 

 

小学生、中学生は、社会とつながる機会が増

え、物やお金の大切さに気づき、消費者として

の素地が形成される大切な時期です。身近な経

験を通して、物や食べ物の大切さを学ぶことや

購入するものの必要性を考えることなど、生活

と社会・環境との関わりに気づくための事業を

実施します。また、消費生活に関する家庭での

ルール作りを推奨し、保護者と児童・生徒が一

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との

関連に関する出前講座の実施 

・校外学習の受入れを実施し、消

費生活センターの役割等につい

て学ぶ機会の提供

 
指標

現況 

2022（令和４）年度

目標 

2028（令和 10 年度）

 
消費生活に関する講座

等の参加者数（年間）
3,425 人 6,000 人

 
消費者志向経営表彰事

業者数（累計）
― 10 事業者
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 取組の方向性 具体的な取組

 緒に考える機会の創出を促します。さらに、オ

ンラインゲーム、ＳＮＳ等の利用に起因するト

ラブルの未然防止を図るため、情報通信機器の

適切な使い方やモラルについての教育に取り

組みます。

・保護者向けに（こどもの消費者

トラブルに関する内容の）情報

提供の実施【新】 

・学校長会との連携 

 【高校生への消費者教育】 

 

高校生は、生涯を見通した知識の習得、生活

の管理や計画の重要性のほか、消費者として主

体的な判断力のもと、トラブルに遭わないだけ

でなく、自らが加害者にならないための知識を

身に着ける時期です。また、持続可能な社会の

形成に向けた社会的責任を理解した主体的な

行動が求められます。小中学生から引き続き、 

ＳＮＳ等の利用に起因するトラブルの未然防

止を図るため、情報通信機器の適切な使い方や

モラルについての教育に取り組みます。

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との

関連に関する出前講座の実施 

・校外学習の受入れを実施し、消

費生活センターの役割等につい

て学ぶ機会の提供 

・ＳＮＳやフリマアプリ等の使い 

　方に関する啓発の実施【新】

 【大学生、専門学生への消費者教育】 

 

大学生、専門学生は、進学により親元を離れ

たり、アルバイトで収入を得るなど、これまで

の生活環境との変化が大きくなる一方で、経験

が浅いため、悪質商法等の様々な消費者トラブ

ルに遭いやすい時期です。このため、消費者ト

ラブルの被害者・加害者にならないよう、大学

等と連携し、出前講座等により啓発に取り組み

ます。また、大学生等はこれまで学校教育等に

おいて、消費者教育を受ける立場でしたが、自

らが啓発する立場になることにより、消費者教

育に関する学びを更に深め、消費者教育の次世

代の担い手の育成を図るための機会の提供に

取り組みます。

 

 

・入学時ガイダンスの機会に、若

者が遭いやすい消費者トラブル

やその対処法などについて啓発

の実施 

・学生が消費生活に関する啓発活

動（学生による出前講座等）を

する場の提供【新】
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 取組の方向性 具体的な取組

 【成年年齢の引下げに対応した消費者教育】 

 

成年年齢の引下げに伴い、多くの若者が高校

３年生で成人を迎えることになります。18 歳に

なると、一人で契約を締結できるようになる一

方で、未成年者取消権の行使ができなくなるこ

とから、成年年齢が近づく中高生を対象とし

て、トラブルの未然防止を図るために、消費者

契約をはじめとする消費生活に関するトラブ

ル事例の周知等について重点的に事業を実施

します。また、トラブルに遭った際の対処法に

ついての教育にも取り組みます。

 
 
・中学生及び高校生を対象とした

啓発、出前講座の実施 

・保護者と生徒がともに参加する  

講座やイベントの開催【新】

 【幼児及び保護者への消費者教育】 

 

幼児は、様々な気づきの体験を通じて、家族

や身の回りの物事に関心を持ち始める時期で

す。幼児は、身近な大人から影響を大きく受け

るため、保護者への働きかけを積極的に行うこ

ととし、楽しみながら学べる親子参加型の事業

を実施します。

 

 

・親子で参加できる事業の実施 

・幼児健診等の子育て中の保護者

が集まる場を活用した情報提供

の実施【新】

 【デジタル化の進展に対応したこどもたちへ

の消費者教育】 

 

デジタル化の急激な進展により、インターネ

ット通販やキャッシュレス決済等が活発にな

る一方で、デジタル化によるリスクに対応でき

ていない消費者や判断能力が未熟な若者など

をターゲットとした悪質商法等の手口は、日々

巧妙化しています。こうした、消費者トラブル

を防止するために、学校等における消費者教育

の中で、重点的に事業に取り組みます。

 

 

 

・デジタル化による消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施【新】 

・デジタル化による消費者トラブ

ル事例の情報提供の実施【新】 

・教材のデジタル化【新】
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♦基本施策１－２　地域社会における消費者教育の推進 

　地域コミュニティ活動の参加者同士が消費者問題に関する知識を持ち寄り、互いに

注意喚起し合うことは、地域における啓発や意識の向上につながります。 

　地域には市民が主体となって活動している様々な団体がありますが、その中でも消

費者団体は、消費者に密接に関わり、消費生活における様々な課題、問題に対して自

主的な取組を行っています。消費者問題は、日々の生活に直結する課題であることか

ら、こうした地域で活動する各種団体との連携を図り、消費者教育の意義の周知と学

びの充実に向けた施策を推進します。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【地域における消費者教育の機会の充実】 

 

地域の人々にとって身近な学習・交流の場で

ある市民センター等や小学生の放課後、長期休

暇中における生活の場である放課後学級等に

おいて、消費者教育の機会の充実に取り組みま

す。

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対

処方法、ＳＤＧｓ等出前講座の

実施 

・「放課後学級」や「学童クラブ」 

等における啓発の実施

 【地域コミュニティとの連携】 

 

様々な地域コミュニティ活動の拠点である

市民センターには、多くの市民が集まることか

ら、市民センターを中心に地域コミュニティと

の連携による啓発に取り組みます。

 

 

・市民センターに啓発チラシの設

置 

・町内会、自治会の回覧板等の独

自ネットワークを活用した啓発

の実施

 【町内会長等に対する研修の実施】 

 

地域のリーダーとして活躍している地区会

長及び町内会長等へ研修を行うことにより、地

域における啓発や消費者意識の向上に取り組

みます。 

 

 

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対

処方法、ＳＤＧｓ等についての

出前講座の実施 

・デジタル化等による消費者トラ

ブル事例の情報提供の実施【新】
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 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者団体、消費者サポーターによる啓発の

実施】 

 

地域に根ざした活動を行っている消費者団

体や、消費者市民社会の推進に意欲のある消費

者サポーターが、地域における啓発や見守り活

動に積極的に取り組めるような環境づくりを

進めます。 

 

 

 

・学習会、講座等の開催の支援 

・街頭キャンペーンの実施 

 【消費者月間※７事業の実施】 

 

消費者・事業者・行政が一体となって消費者

問題に関する啓発・教育等に集中的に取り組む

ための事業を実施します。 

 

 

・毎年５月に消費者月間市民のつ

どいの開催

※７　消費者月間 
　　　1987（昭和 62）年の消費者保護会議において、消費者保護基本法（「消費者基本法」の前身）制定 20 周年を記念

して、毎年５月を「消費者月間」と定めた。以降、消費者月間では、消費者・事業者・行政が一体となって消費

者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っている。 
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♦基本施策１－３　高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

　高齢者や障害者等の被害防止のためには、高齢者等が消費者教育を意識的に受ける

とともに、高齢者等を見守る周囲の方々への消費者教育の推進が重要です。高齢者等

は、トラブルに遭ったことに気づかない場合だけでなく、トラブルに遭ったと自覚が

あっても、「恥ずかしい」、「家族に迷惑をかけたくない」、「騙された自分が悪い」と

思い、誰にも相談しないこともあります。そのため、高齢者等の消費者被害未然防止

や早期発見には、地域の支えあいの仕組みの中で消費者教育を図る必要があります。

また、インターネット取引等デジタル技術を利用した消費行動の拡大を踏まえ、デジ

タルサービスの仕組みやリスクの理解促進に向けた消費者教育を、高齢者等に対して

より一層推進します。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者安全確保地域協議会（見守りネットワ

ーク）との連携】 

 

「水戸市安心・安全見守り隊」による見守り

活動を引き続き実施するとともに、消費者安全

確保地域協議会の組織活動の充実により、高齢

者等に対する支援体制の強化、被害の未然防止

に努めます。 

 

※水戸市安心・安全見守り隊は、消費者安全確保地域

協議会を兼ねている（水戸市安心・安全見守り隊事業

実施要項　第４条第４項）。

 

 

 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施【新】 

・消費者トラブルをテーマにした

研修の実施【新】

 【民生委員との連携】 

 

地域の見守り役である民生委員との連携に

より、消費者トラブルにつながるおそれのある

高齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違うな

どのサインに気づいた場合には、市消費生活セ

ンターにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見や

泣き寝入りの防止に努めます。 

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や

対処方法、ＳＤＧｓ等について

の研修の実施【新】 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施
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 取組の方向性 具体的な取組

 【高齢者支援センター及び高齢者・障害者施設

等との連携】 

 

消費者トラブルにつながるおそれのある高

齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違う等の

サインに気づいた場合には、市消費生活センタ

ーにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見や泣き

寝入りの防止に努めます。 

 

 

 

・消費者トラブル事例の情報提供

の実施 

・高齢者等が遭いやすい消費者ト

ラブルやその対処法などについ

て啓発の実施 

 【高齢者クラブとの連携】 

 

高齢者はトラブルに遭っても被害に遭った

ことに気づかないことや気づいたとしても積

極的な対処をしない傾向が見られます。また、

高齢者は、消費者市民社会の実現やＳＤＧｓの

達成には欠かせない存在であることから、高齢

者クラブとの連携により、高齢者の被害の防止

及びＳＤＧｓ等に関する啓発に努めます。 

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や

対処方法、ＳＤＧｓ等について

の出前講座の実施 

 【デジタル化の進展に対応した高齢者や障害

者への消費者教育】 

 

デジタル化の急激な進展により、インターネ

ット通販やキャッシュレス決済等が活発にな

る一方で、デジタル化によるリスクに対応でき

ていない消費者などをターゲットとした悪質

商法等の手口は、日々巧妙化しています。こう

した、消費者トラブルを防止するために、高齢

者や障害者への消費者教育の中で、重点的に事

業に取り組みます。 

 

 

 

・デジタル化による消費者トラブ

ルやその対処法などについての

出前講座の実施【新】 

・デジタル化による消費者トラブ

ル事例の情報提供の実施【新】 



32 

♦基本施策１－４　家庭内における消費者教育の推進 

　消費者被害を未然に防ぐためには、暮らしの基本である「家庭」において、正しい

知識や情報を共有することが重要です。特に、成年年齢引下げ、インターネット取引

等デジタル技術を利用した消費行動の拡大を踏まえ、こどもにとって最も身近な大人

が、家庭において金銭や物の大切さを気づかせたり、スマートフォン、インターネッ

トの使い方について一緒に考え、学んでいくことが大切です。また、家庭には介護や

見守りが必要とする家族がいる場合もあることから、家族間において、消費者被害に

関する情報を伝え合い、認識を高めるとともに、異変があった場合に、すぐに気づく

ことができるよう、家庭内における消費者教育の促進に取り組みます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【子育て支援センター等との連携】 

 

子育て支援センター等との連携により、こど

もの生活習慣、生活能力、思いやりや善悪の判

断、社会的なマナー、ＳＤＧｓ等、消費生活に

関する基礎的な資質や能力の育成に取り組み

ます。 

 

 

・「わんぱーく・みと」及び「はみ

んぐぱーく・みと」における啓

発の実施 

 【こども教室との連携】 

 

各市民センターが主催するこども教室との

連携により、こどもと保護者が消費生活につい

て、一緒に考え、学ぶ機会の提供に取り組みま

す。

 

 

・長期（夏期、冬期）休暇を利用

して市民センター等で行われて

いる子ども教室において、親子

参加型の消費生活に関する講座

の実施

 【見守りが必要となる家族がいる家庭への啓発】 

 

家庭内において、見守りが必要となる家族の

様子が普段と違うなどのサインに気づいた場

合には、市消費生活センターにつなぎ、被害の

早期発見や泣き寝入りの防止に努めます。

 

 

・こどもや高齢者等が遭いやすい

消費者トラブルやその対処法な

どについて、ＳＮＳ等を使用し

た啓発の実施【新】 
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♦基本施策１－５　職域における消費者教育の推進 

　消費者が保護され、事業者がリスクを軽減する考え方を前提に、消費者が事業者と

協働し、事業者は社会価値を創出し、最終的な目的である「持続可能な社会への貢献」

を目指す取組へとつなげるために、職域における消費者教育の推進に取り組みます。

また、事業者が消費者教育への理解を深め、従業員に対する研修の実施や講習会の受

講を促進することは、職域全体における消費者教育に関する認識の向上につながるた

め、積極的に支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者志向経営自主宣言制度の推進】 

 

消費者志向経営の推進のため、国に消費者志

向経営自主宣言を行った企業に対して、水戸市

が独自に表彰する制度の創設に取り組みます。

 

 

・消費者志向経営の周知【新】 

・消費者志向経営表彰制度の創設

及び表彰の実施【新】 

 【実践事例の紹介】 

 

事業者が消費者教育や消費者志向経営につ

いて理解し、取り組みやすい環境づくりに努め

ます。 

 

 

・消費者教育、消費者志向経営の

事例の提供【新】 

・従業員に対する出前講座の実施

【新】

 【消費者と事業者の交流】 

 

事業者と消費者が共に消費者志向経営につ

いて学ぶとともに、事業者は消費者の声から企

業経営の参考とし、消費者は事業者についてよ

り深く知る機会の提供に取り組みます。 

 

 

・消費者志向経営講演会、シンポ

ジウム等の開催 

・消費者へ消費者志向経営に関す

るアンケートの実施
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♦基本施策１－６　持続可能な消費に関する啓発・取組 

　世界では地球温暖化や環境汚染、資源、エネルギーの不足に加え、途上国の貧困や

児童労働など、様々な社会的課題が発生しており、「持続可能性（サステナビリティ）」

をキーワードとした問題解決が求められています。そのためには、消費者が世界共通

の目標であるＳＤＧｓについて理解し、主体的・能動的に行動に移していくことが大

切です。持続可能な社会の構築に向けた消費者教育の充実に取り組むとともに、自ら

の消費活動が地域経済や地球環境等に及ぼす影響について、市民の一層の意識醸成を

図るため、その趣旨や概念の普及、関連する取組に関する啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費生活から観たＳＤＧｓの周知、啓発】 

 

世界共通の目標であるＳＤＧｓと日常の消

費生活との関連について、学び、考える機会の

提供に取り組みます。 

 

 

・ＳＤＧｓに関する出前講座の実 

　施 

・イベントや講演会における普及、 

啓発活動の実施 

 【エシカル消費に関する啓発】 

 

地域の活性化や雇用等も含む人や社会・環境

に配慮した消費行動の意識が育まれ、一人一人

が持続可能な社会の形成に参画できるように

なるため、エシカル消費の普及・啓発に取り組

みます。 

 

 

・エシカル消費に関する出前講座 

の実施 

・イベントや講演会における普及、 

啓発活動の実施 

・民間団体と連携し、フェアトレ 

ード商品の販売会の開催 
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基本方針２　消費者教育を推進する担い手の育成と活躍の場の創出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

※市消費生活センターと連携、協力した出前講座等の実施回数を示す。 

 

♦基本施策２－１　教職員の消費者教育に関する知識と理解の向上 

　今後の社会を担うこどもたちが、自ら学び、考え、行動する自立した消費者となる

ことができるよう、教職員には、社会科、家庭科等の授業や日々の学校生活において、

消費者教育の推進役としての役割を担うことが求められています。そのため、研修や

講演会の開催など、教職員の消費者教育に対する理解を深める機会の充実に努めます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【教職員向けの研修機会の充実と啓発】 

 

消費者教育の趣旨の周知と理解を広げると

ともに、各教科における消費者教育の充実や次

代を担うこどもたちの意識改革へつなげるた

めに、教職員の知識向上に取り組みます。 

 

 

 

 

・教育現場の消費者教育のニーズに 

関するアンケートの実施 

・教職員向けの研修、講演会等の開 

　催 

・若者の消費者トラブルに関する情 

報提供の実施 

・成年年齢引下げに関する啓発の実 

　施 

 

 

 

 
指標

現況 

2022（令和４）年度

目標 

2028（令和 10）年度

 
消費者サポーターの登

録者数（累計）
80 人 120 人

 
消費者サポーターの活

動回数（年間）
― 10 回



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【教職員と市消費生活センターとの連携】 

 

社会情勢を踏まえた消費者教育を展開する

ため、市消費生活センターによる出前講座にお

いて、直近の消費者トラブル等を共有すること

により、教職員が消費者教育を推進しやすい環

境づくりに努めます。  

 

 

・若者が遭いやすい消費者トラブル 

やその対処法などについての出

前講座の実施 

・ＳＤＧｓと日常の消費生活との関 

連に関する出前講座の実施
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♦基本施策２－２　地域における担い手の発掘・育成 

　消費者被害の未然防止や早期発見には、地域のコミュニティが大きな役割を担って

います。地域コミュニティ活動には、世代や職域の異なる様々な人が参加しており、

参加者同士が消費者問題に関してお互いの知識を持ち寄り、注意喚起をしあうことは、

地域における啓発や意識の向上につながります。消費者教育を継続して推進していく

ために、消費者団体、地域の人材など消費者教育の幅広い担い手の育成に取り組みま

す。 

 

 取組の方向性 具体的な取組業

 【町内会長等に対する研修の実施】（再掲） 

 

地域のリーダーとして活躍している地区会

長及び町内会長等へ啓発することにより、地域

における啓発や消費者意識の向上に取り組み

ます。

 

 

・詐欺、高齢者の被害の実例や対処 

方法、ＳＤＧｓ等についての出前

講座の実施 

・デジタル化等による消費者トラブ 

ル事例の情報提供の実施【新】

 【民生委員等に対する研修の実施】（再掲） 

 

地域の見守り役である民生委員等との連携

により、消費者トラブルにつながるおそれのあ

る高齢者等の傾向を理解し、普段と様子が違う

などのサインに気づいた場合には、市消費生活

センターにつなぎ、高齢者等の被害の早期発見

や泣き寝入りの防止に努めます。

 

 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や対 

処方法、ＳＤＧｓ等についての研

修の実施【新】 

・消費者トラブル事例の情報提供の 

実施

 【消費者団体の活動支援】 

 

消費者団体が行う研修等の活動を支援する

とともに、研修や情報提供をすることにより地

域における啓発活動を促進します。また、各団

体の人材確保や会員の高齢化等の課題解決に

向けた支援を行います。 

 

 

 

・消費者団体事業補助金の交付 

・消費者トラブル事例の情報提供の 

実施 

・詐欺、高齢者等の被害の実例や対 

処方法、ＳＤＧｓ等についての研

修の実施
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 取組の方向性 具体的な取組

 【みと消費者市民大学の開講】 

 

消費者教育の新たな担い手として被害の防

止や消費者の自立支援に向けて活動し、消費者

市民社会の形成に参画する市民（消費者サポー

ター）の養成に取り組みます。 

 

 

・みと消費者市民大学の開講 

・みと消費者市民大学院の開講 
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♦基本施策２－３　消費者サポーターの活躍の場の創出 

　本市においては、消費者の立場に立ち、地域に密着した消費者活動を推進する人材

の確保・育成を図ることを目的に、2015（平成 27）年度からみと消費者市民大学を開

講しています。2022（令和４）年度末時点で約 80 名の方に消費者サポーターを委嘱

しています。今後は、育成のみに留まらず、消費者サポーターの活動支援、活躍の場

の創出を積極的に行い、消費者被害の未然防止、啓発の更なる強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者サポーターとの連携及び支援】 

 

消費者サポーターが、地域住民の身近な相談

相手となり、市消費生活センターと地域のパイ

プ役として、消費者問題の啓発などの活動に取

り組みやすい環境の整備に努めます。

 

 

・市消費生活センターと連携、協力

した出前講座等の実施【新】 

・福寿のつどいにおける啓発 

・街頭キャンペーンの実施 

・消費者サポーターの活動の支援 

・消費者サポーター制度の周知【新】 
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基本方針３　消費生活センターの機能強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

※消費者トラブル啓発等に関する情報提供の件数とし、イベントの告知等は除く。 

 

♦基本施策３－１　消費生活センターの周知及び相談体制の充実 

　消費者に対して、「消費者被害の相談は消費生活センターへ」という意識付けを強

め、新しい消費者トラブルの情報をより早く把握できるよう、市消費生活センターの

周知とともに、更なる相談体制の充実にも取り組みます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【若者や来所困難な方が気軽に相談できる市

消費生活センターの機能強化】 

 

消費者が相談をする機会の充実と、消費者問

題の掘り起こしをするために、ライフスタイル

の変化や国のＤＸ推進の方針、関係機関の動向

を踏まえながら、消費者が気軽に相談しやすい

手法の検討を行います。

 

 

 

・ＳＮＳ等を活用した市消費生活セ

ンターの周知【新】 

・メール相談、リモート相談、出張

相談の検討、実施【新】

 【消費生活相談員の能力向上】 

 

消費生活相談員のスキルアップに向け、全国

的な相談事例や最新の消費者問題、消費相談の　

ＤＸの推進、物価高騰など、国の重要な消費者

政策に係る新たな課題について学ぶ機会の充

実を図ります。これにより、消費生活相談員の

スキルアップによる相談対応力の強化に務め

るとともに、これまでよりも実践的な内容の出

前講座の実施に向けて取り組みます。

 

 

・消費生活相談員の研修参加支援

 
指標

現況 

2022（令和４）年度

目標 

2028（令和 10）年度

 市消費生活センターの

ホームページによる情

報提供の件数（年間）

１件 30 件
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 取組の方向性 具体的な取組

 【多重債務相談への取組】 

 

多重債務問題の早期解決のため、相談体制の

充実、及び庁内関係部署との情報共有により、

早期に相談につながる体制の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

・多重債務相談の推進 

・多重債務相談マニュアルの更新
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♦基本施策３－２　多様な機関及び団体との連携強化 

　消費者教育は広範囲にわたるため、市消費生活センターだけでは効果的に推進する

ことは困難です。そのため、各主体、専門家等との情報共有、連携による効果的な情

報提供を図り、連携して消費者問題の解決に取り組みます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者庁、国民生活センター及び県消費生活

センターとの連携】 

 

市消費生活センターで対応が困難である広

域的な見地を必要とする相談は、消費者庁、国

民生活センター及び県消費生活センターに助

言を仰いだり、引き継ぐなど、相互に連携を図

りながら、相談者の問題解決に取り組みます。 

 

 

 

・消費者問題に関する定期的な情報

共有 

・県消費生活センターとの協働によ

る啓発事業の実施 

・消費者庁、国民生活センター等へ

相談内容のスムーズな引継ぎ

 【弁護士等の専門機関との連携】 

 

市消費生活センターで対応が困難な専門的

知識を必要とする相談及び消費生活相談以外

の専門的な相談事案（法律相談、税務相談、登

記相談、公証相談、相続相談等）に対応するた

め、各分野の専門家の助言を仰いだり、相談を

引き継ぐなど、相互に連携を図りながら、相談

者の問題解決に取り組みます。

 

 

・消費者問題に関する定期的な情報

共有 

・専門機関等へ相談内容のスムーズ

な引継ぎ

 【地域関係者（町内会・自治会長、民生委員、

消費者団体、福祉関係者等）との連携】 

 

町内会、自治会会長及び民生委員、福祉関係

者等への理解を促し、地域における消費者問題

への意識向上を図ります。また、普段と様子が

違うなどのサインに気づいた場合には、市消費

生活センターにつなぎ、高齢者、障害者の被害

の早期発見や泣き寝入りの防止に努めます。

 

 

 

・地域関係者に対する研修、啓発活

動の実施 

・消費者問題に関する定期的な情報

共有
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 取組の方向性 具体的な取組

 【消費者団体との連携強化】 

 

市内で活動する消費者団体と相互に情報交

換や意見交換をすることにより、消費者被害の

未然防止、問題の早期発見に取り組みます。ま

た、各団体同士の連携を密にすることにより、

地域における啓発の強化を図ります。

 

 

・消費者団体代表者会議の開催【新】 

・消費者問題に関する定期的な情報

共有 

 【庁内等における連携強化】 

 

庁内関係課や関係団体等が連携し、消費者問

題や多重債務問題などの被害防止、早期解決を

図るために、庁内での啓発、関係課と必要な協

議及び調整を行います。

 

 

・消費生活センター連絡調整会議の

開催 

・消費者問題に関する定期的な情報

共有
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♦基本施策３－３　消費者問題に関する情報提供 

　消費者問題を効果的に進めていくためには、幅広い情報収集を行うとともに、様々

な媒体を活用して、消費者の特性に応じた最新情報を機会を捉えて提供していく必要

があります。消費者問題は、全国的に共通する課題であり、国、県、市町村をはじめ、

各市町村の学校、地域、家庭、職域など、様々な場所で、工夫を凝らした消費者教育

が行われています。その中には実践しやすい教育の事例や効果的な教材も多くあるこ

とから、先進事例の収集と積極的な情報提供に努めます。 

 

 取組の方向性 具体的な取組

 【若者、高齢者、障害者等への情報提供の強化】 

 

成年年齢引下げやインターネット取引等デ

ジタル技術を利用した消費行動の拡大を踏ま

え、消費者被害に遭う可能性の高い若者に対す

る消費者教育の一層の推進及びデジタルサー

ビスの仕組みやリスクの理解促進に向けた消

費者教育の充実を図ります。 

また、「お金」「健康」「孤独」といった不安

につけ込まれ、消費者被害に遭いやすい傾向が

ある一方で、トラブルに遭った際に積極的な対

処をしない傾向も見られる高齢者に対して、消

費者被害への対処の遅れや、泣き寝入り被害が

生じないような分かりやすい情報提供に努め

ます。 

さらには、被害から若者、高齢者等を守るた

め、若者、高齢者等への啓発に加え、その周囲

の人へ向けて、ＳＮＳや広報誌など様々な媒体

を使った情報提供、啓発にも取り組み、被害の

未然防止、消費者問題の早期解決に努めます。 

 

 

 

 

 

・若者に向けた情報提供の実施 

・高齢者、障害者等に向けた情報提

供の実施 

・若者、高齢者、障害者の身近な人

へ向けた情報提供の実施 

・市消費生活センターのホームペ―

ジにおける、タイムリーな情報提

供の実施【新】
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 取組の方向性 具体的な取組

 【緊急時における情報提供】 

 

緊急時には、普段はトラブルに遭う可能性が

低い消費者についても、正常な判断が難しくな

ります。そのため、不確かな情報等により、生

活必需品の買い占め問題による物資の不足、転

売行為、災害に便乗した悪質商法等のトラブル

に巻き込まれる可能性が高くなることから、迅

速に正確な情報提供に努めます。 

 

 

・緊急時に多い消費者トラブルにつ 

いて、市消費生活センターのホー

ムページ、ＳＮＳ等様々な媒体を

使った情報提供の実施【新】 

 【事業者、事業者団体からの情報提供の促進】 

 

消費者が商品やサービスを選択する際に役

立つ、正しい選び方、製品の基礎知識、事業者

の取組等について、事業者、事業者団体からの

情報提供を促します。 

 

 

・事業者、事業者団体への啓発、呼

びかけの実施
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１　推進体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

 

本計画を着実に推進するため、市庁内のネットワークを強化するとともに、市、事

業者、事業者団体、消費者、消費者団体等が相互に連携、協力を行います。また、国

や県とも連携を図りながら、各種取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第５章　推進体制と進行管理

 
市 
 

消費生活センター 
 

水戸市消費生活審議会

事業者 
事業者団体

福祉関係者 
（地域包括支援センター、見守り

ネットワーク、障害者団体等）

消費者団体

法律専門家 
（弁護士、司法書士等）

地域関係者 
（町内会・自治会長等）

学校教育機関

消費者

国・県 等

警察
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２　他の消費生活に関連する教育との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

消費者の自立を支援し、また、消費者市民社会の形成に参画することの重要性につ

いて理解及び関心を深めるには、最新の社会経済情勢、国際理解教育、環境教育、食

育などとの関連の中で、消費生活に関連する教育を実施していくことが必要です。 

これらの教育と消費者教育の関係を明確にしながら、連携して効果的に消費者教育

を推進します。 

 

 

３　進行管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

計画の推進に当たっては、「消費者市民社会の形成に参画する　自ら学び・考え・

行動する自立した消費者の育成」に向けた目標の達成状況や各施策の進捗状況を市消

費生活センター及び水戸市消費生活審議会と連携して行い、次年度への効果的な事業

の実施につながるようにするなど、ＰＤＣＡサイクル手法により適切な進行管理を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・

計画（Plan） 
     

計画の策定

実施（Do） 
     

主な取組の実施

評価（Check） 
     

実施状況の把握と評価

改善（Action） 
     

現行取組の改善 
新規取組の検討
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計画策定に係る経過の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 年　月　日 内　容

 

令和５年７月 12 日

第１回水戸市消費者教育推進計画策定委員会 

・ 水戸市消費者教育推進計画（第３次）策定基本方針（案）

について

 

令和５年７月 24 日

政策会議 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）策定基本方針（案）

について

 

令和５年８月 24 日

令和５年度第 1 回水戸市消費生活審議会 

・　水戸市消費者教育推進計画の策定について諮問 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）の策定基本方針に

ついて

 
令和５年 12 月 27 日

第１回水戸市消費者教育推進計画策定委員会 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）（素案）について

 
令和６年２月 13 日

令和５年度第２回水戸市消費生活審議会 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）（素案）について

 
令和６年３月 25 日

政策会議 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）（素案）について

 令和６年４月 10 日 

～令和６年５月９日
意見公募手続き

 
令和６年５月 30 日

水戸市消費生活審議会からの答申 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）（素案）について

 
令和６年６月 20 日

庁議 

・　水戸市消費者教育推進計画（第３次）（案）について
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計画策定に係る審議体制 

 

水戸市消費生活審議会委員名簿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同，敬称略） 

 
氏名 所属 区分 備考

 
種村　和子 水戸暮らしの会 消費者団体

 
藤田　卓也 水戸商工会議所 事業者団体

 
海老根　功 茨城県消費生活センター 関係団体

 
田山　知賀子 水戸市消費生活センター 関係団体

 
足立　勇人 弁護士 学識経験者 会長

 
荒木　雅也 茨城大学人文社会科学部 学識経験者

 
櫻井　真 緑岡中学校（社会科） 学識経験者

 
松﨑　由美 第四中学校（家庭科） 学識経験者
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　消費者行政に関する法令 

 

水戸市消費生活条例 

 

目次 

第１章　総則（第１条―第８条） 

第２章　消費者への支援等（第９条―第15条） 

第２章の２　消費生活センター（第16条―第16条の３） 

第３章　消費者教育（第17条―第19条） 

第４章　表示等の適正化（第20条―第24条） 

第５章　危害の防止（第25条―第27条） 

第６章　不当取引の防止（第28条―第32条） 

第７章　消費生活審議会（第33条―第40条） 

第８章　雑則（第41条） 

 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この条例は，消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑

み，消費者の利益の擁護及び増進について，消費者の権利の尊重及びその自立の支援そ

の他の基本理念を定め，市，事業者，事業者団体，消費者及び消費者団体の責務等を明

らかにするとともに，その施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより，

消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進を図り，もって市民の消費生活の安定

及び向上を確保することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条　消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以下「消費者施策」という。）の推

進は，市民の消費生活における基本的な需要が満たされ，その健全な消費生活を営むこ

とができる環境が確保される中で，次の各号に掲げる事項が消費者の権利であることを

尊重し，消費者市民社会（消費者教育の推進に関する法律（平成24年法律第61号。以下

「消費者教育推進法」という。）第２条第２項に規定する消費者市民社会をいう。以下

同じ。）の実現に向けて，消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的

に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行わなければな

らない。 

(1) 消費者の安全が確保されること。 
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(2) 商品及びサービス（以下「商品等」という。）について適正な表示等が行われるこ

とにより，消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。 

(3) 消費者に対し，必要な情報が適切に提供されること。 

(4) 消費者に対し，消費者教育（消費者教育推進法第２条第１項に規定する消費者教育

をいう。以下同じ。）の機会が提供されること。 

(5) 消費者の意見が消費者施策に反映されること。 

(6) 消費者被害の発生が未然に防止され，消費者被害から適切かつ迅速に救済されるこ

と。 

２　消費者の自立の支援に当たっては，消費者の安全の確保等に関して事業者による適正

な事業活動の確保が図られるとともに，消費者の年齢その他の特性に配慮されなければ

ならない。 

３　消費者施策の推進は，事業者による不適正な取引行為による消費者被害を防止するた

め，高齢者その他の取引上特に不利な立場に置かれやすい者に配慮して行わなければな

らない。 

４　消費者施策の推進は，高度情報通信社会及び国際化の進展に的確に対応することに配

慮して行わなければならない。 

５　消費者施策の推進は，環境の保全に配慮して行わなければならない。 

（市の責務） 

第３条　市は，前条の基本理念にのっとり，関係機関と相互に連携及び協力をして，消費

者施策を推進する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第４条　事業者は，第２条の基本理念に鑑み，その供給する商品等及び事業活動について，

次の各号に掲げる責務を有する。 

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

(2) 消費者に対し，必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

(3) 消費者との取引に際して，消費者の知識，経験及び財産の状況等に配慮すること。 

(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に

努め，当該苦情を適切に処理すること。 

(5) 環境の保全に配慮すること。 

(6) 市が実施する消費者施策に協力すること。 

２　事業者は，その供給する商品等の質の向上，その事業活動に関し自らが遵守すべき基

準の作成等により消費者の信頼を確保するよう努めるとともに，消費者教育の推進のた

めの自主的な活動に努めなければならない。 
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（事業者団体の責務） 

第５条　事業者団体は，事業者の自主的な取組を尊重しつつ，事業者と消費者との間に生

じた苦情の処理の体制の整備，事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成

の支援その他の事業者が消費者の信頼を確保するための活動の支援に努めるとともに，

消費者教育の推進のための自主的な活動に努めなければならない。 

（消費者の責務） 

第６条　消費者は，自ら進んで，消費生活に関する必要な知識を修得し，及び必要な情報

を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めるとともに，消費生活に関し，環境

の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。 

（消費者団体の責務） 

第７条　消費者団体は，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者

教育の推進のための活動，消費者被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消

費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めなければならない。 

（相互協力） 

第８条　第３条から前条までに定めるもののほか，市，事業者，事業者団体，消費者及び

消費者団体は，相互に連携及び協力をして，消費者の利益の擁護及び増進に努めなけれ

ばならない。 

第２章　消費者への支援等 

（情報の収集及び提供） 

第９条　市長は，消費生活に関する情報を収集するとともに，消費者に必要な情報を適切

かつ迅速に提供するものとする。 

（消費者の特性への配慮等） 

第10条　市長は，年齢その他の特性により特に配慮が必要な消費者に対する支援を行うと

きは，当該消費者が日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し協力を求める等に

よりその特性に応じた支援を行うものとする。 

（安定供給の確保） 

第11条　市長は，日常生活に必要な商品等が不足し，又はその価格が著しく高騰し，若し

くは高騰するおそれがあると認めるとき（以下この条において「日常生活に必要な商品

等の不足時等」という。）は，当該商品等を供給する事業者又は事業者団体に対し，当

該商品等が消費者に安定して供給されるために必要な措置を講ずるよう要請することが

できる。 

２　市長は，関係機関と連携及び協力をして日常生活に必要な商品等が消費者に安定して

供給されるよう努めなければならない。 



7 

３　事業者は，日常生活に必要な商品等の不足時等において，日常生活に必要な商品等の

安定した供給を確保するため，自ら進んで適正な取引行為の推進その他必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

４　消費者は，日常生活に必要な商品等の不足時等において，自ら消費生活の安定及び向

上を妨げることのないよう，必要な情報を収集し，冷静かつ合理的に行動するよう努め

なければならない。 

（消費者団体の支援） 

第12条　市長は，消費者の利益の擁護及び増進を図るために消費者団体が自主的に行う調

査，研究学習等の活動に対して，必要な支援を行うものとする。 

（消費者の意見等の反映） 

第13条　市長は，消費生活に関する消費者の意見，要望等を市が実施する消費者施策に反

映するよう努めなければならない。 

（苦情の処理） 

第14条　市長は，消費者からの事業者に対する苦情の申出があったときは，相談に応じる

とともに，速やかに当該苦情を解決するため，助言，あっせんその他必要な措置を講ず

るものとする。 

２　市長は，苦情の処理を行うに当たっては，関係機関との連携に努めるものとする。 

（専門的な人材の確保等） 

第15条　市長は，苦情を専門的知見に基づき適切かつ迅速に処理するため，専門的知識及

び経験を有する相談員の確保，相談員の資質の向上その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

第２章の２　消費生活センター 

（設置） 

第16条　市長は，消費者安全法（平成21年法律第50号）第10条第２項の規定に基づき，次

の各号に掲げる事務を行うため，水戸市消費生活センター（以下「消費生活センター」

という。）を設置する。 

(1) 消費者安全法第８条第２項各号に掲げる事務 

(2) 前号に掲げるもののほか，市民の消費生活における利益の擁護及び増進を図るため

市長が必要と認める事務 

（消費生活センター長等） 

第16条の２　消費生活センターに，消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター

長及び消費者安全法第10条第２項第１号の消費生活相談員を置く。 

２　前項の消費生活相談員は，消費者安全法第10条の３第１項の消費生活相談員資格試験
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に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成26年

法律第71号）附則第３条の規定により合格した者とみなされる者を含む。）でなければ

ならない。 

（取得した情報の安全管理） 

第16条の３　市長は，第16条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい，滅失

又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

第３章　消費者教育 

（消費者教育の推進） 

第17条　市長は，消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動する

ことができるようその自立を支援するため，消費者教育を推進するものとする。 

２　市長は，消費者教育が幼児期から高齢期までの各段階及び学校，地域その他の様々な

場において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（人材の育成等） 

第18条　市長は，消費者教育に携わる人材の育成，消費者教育に使用される教材等の充実

に努めるものとする。 

（消費者教育推進計画） 

第19条　市長は，消費者教育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，消費者

教育の推進に関する計画（以下「消費者教育推進計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２　市長は，消費者教育推進計画の策定に当たっては，あらかじめ第33条に規定する水戸

市消費生活審議会の意見を聴かなければならない。 

３　市長は，消費者教育推進計画を策定したときは，これを公表しなければならない。 

４　前２項の規定は，消費者教育推進計画の変更について準用する。 

第４章　表示等の適正化 

（表示の適正化） 

第20条　事業者は，商品等の供給に当たり，消費者が当該商品等の購入又は利用に際して

その選択を誤ることなく容易に識別でき，適正に使用し，又は利用できるよう，商品等

の品質，機能，価格，量目等について適正な表示に努めなければならない。 

（計量の適正化） 

第21条　事業者は，商品等の供給に当たり，消費者が不利益を被ることがないよう適正な

計量に努めなければならない。 

（包装等の適正化） 

第22条　事業者は，商品等の供給に当たり，消費者が内容を誤認することがないよう適正
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な包装及び容器の使用に努めなければならない。 

２　事業者は，消費者に危害を及ぼずことがないよう包装及び容器の安全性の確保に努め

なければならない。 

（広告等の適正化） 

第23条　事業者は，その商品等について，虚偽又は誇大な表現その他消費者が選択を誤る

おそれがある広告又は宣伝をしないよう努めなければならない。 

（約款の適正化） 

第24条　事業者は，商品等の供給に当たり約款を作成するときは，当該約款が不当に消費

者に不利益を与え，又は消費者の権利を制限する内容とならないよう努めなければなら

ない。 

第５章　危害の防止 

（欠陥商品等の供給の禁止） 

第25条　事業者は，消費者安全法第２条第４項に規定する消費安全性を欠いた商品等（以

下「欠陥商品等」という。）を消費者に供給してはならない。 

（欠陥商品等に関する事業者の措置） 

第26条　事業者は，その供給する商品等が欠陥商品等であると認めたときは，直ちに当該

商品等について，その旨の公表，回収，改善その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

（欠陥商品等に関する公表） 

第27条　市長は，欠陥商品等が消費者の生命，身体又は財産について重大な危害を発生さ

せ，又は発生させるおそれがある場合において，当該欠陥が明白であり，かつ，危害の

発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは，法令又は他の条例（以下「法令

等」という。）に基づく措置が速やかに講じられる場合を除き，当該欠陥商品等の名称，

これを供給する事業者の名称及び所在地その他必要な事項を公表することができる。 

第６章　不当取引の防止 

（不当取引行為の指定） 

第28条　市長は，事業者が消費者との間で行う取引に関する行為であって，商品等につい

て消費者に不実のことを告げるもの，消費者を威迫するものその他消費者の利益を不当

に害するおそれがあるものを不当取引行為として指定することができる。 

２　市長は，前項の指定をしようとするときは，あらかじめ第33条に規定する水戸市消費

生活審議会の意見を聴かなければならない。 

３　市長は，第１項の規定による指定をしたときは，その内容を告示しなければならない。 

４　前２項の規定は，不当取引行為の指定の変更又は取消しについて準用する。 
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（指定不当取引行為の禁止） 

第29条　事業者は，前条第１項の規定により不当取引行為として指定された行為（以下「指

定不当取引行為」という。）をしてはならない。 

（資料の提出） 

第30条　市長は，消費者と事業者との間で行われた取引における指定不当取引行為の有無

について判断するため必要があると認めるときは，事業者又は消費者に対し，当該取引

に関する資料の提出を求めることができる。 

２　前項の規定により資料の提出を求められた事業者が，正当な理由がなく当該資料を提

出しないときは，当該事業者が指定不当取引行為を行ったものとみなす。 

（指導及び勧告） 

第31条　市長は，指定不当取引行為を行った事業者に対し，当該指定不当取引行為の改善

その他必要な事項について指導し，又はあらかじめ第33条に規定する水戸市消費生活審

議会の意見を聴いて勧告することができる。 

（公表） 

第32条　市長は，前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に従

わないときは，法令等に基づく措置が速やかに講じられる場合を除き，あらかじめ次条

に規定する水戸市消費生活審議会の意見を聴いて当該事業者の名称，所在地，指定不当

取引行為の内容その他必要な事項を公表することができる。 

第７章　消費生活審議会 

（設置） 

第33条　市民の消費生活の安定及び向上を確保するため，水戸市消費生活審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第34条　審議会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を調査し，又は審議する。 

(1) 消費者教育推進計画の策定に関すること。 

(2) 第28条の規定による指定に関すること。 

(3) 第31条の規定による勧告に関すること。 

(4) 第32条の規定による公表に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市民の消費生活の安定及び向上に関すること。 

（組織等） 

第35条　審議会は，消費者団体，事業者団体その他の関係団体の役職員及び学識経験者の

うちから，市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。 

２　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の
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残任期間とする。 

３　審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

４　会長は，審議会の会務を総理する。 

５　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議） 

第36条　審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２　審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３　審議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

（専門部会） 

第37条　市長は，特別な事項を調査するため，専門部会（以下「部会」という。）を置く

ことができる。 

２　部会の委員は，第35条第１項に規定する委員のうちから，会長が指名する。 

３　部会に，部会長及び副部会長を置く。 

４　部会長及び副部会長は，部会の委員の互選により選出し，部会の運営については，前

条の規定を準用する。 

５　部会において調査を行った場合は，当該調査の結果を審議会に報告するものとする。 

（関係者の出席） 

第38条　会議及び部会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意

見を聴くことができる。 

（秘密を守る義務） 

第39条　委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も，

また，同様とする。 

（庶務） 

第40条　審議会の庶務は，市民協働部において行う。 

第８章　雑則 

第41条　この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

付　則 

この条例は，平成26年４月１日から施行する。ただし，第５章及び第６章の規定は，同

年７月１日から施行する。 

付　則（平成27年３月24日条例第９号） 

この条例は，平成27年４月１日から施行する。 
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付　則（平成28年３月29日条例第13号） 

この条例は，平成28年４月１日から施行する。 
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消費者基本法 

 

目次 

第１章　総則（第１条１第10条の２） 

第２章　基本的施策（第11条１第23条） 

第３章　行政機関等（第24条１第26条） 

第４章　消費者政策会議等（第27条１第29条） 

附則 

 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にか

んがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援

その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするととも

に、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関

する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保すること

を目的とする。 

（基本理念） 

第２条　消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）

の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確

保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合

理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消

費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅

速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利

益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を

支援することを基本として行われなければならない。 

２　消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正

な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければ

ならない。 

３　消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行わ

れなければならない。 

４　消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確

保しつつ行われなければならない。 
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５　消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 

（国の責務） 

第３条　国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支

援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条　地方公共団体は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本

理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的

状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。 

（事業者の責務等） 

第５条　事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念に

かんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

(3) 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。 

(4) 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に

努め、当該苦情を適切に処理すること。 

(5) 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。 

２　事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商

品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作

成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 

第６条　事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生

じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成

の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。 

第７条　消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要

な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。 

２　消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよ

う努めなければならない。 

第８条　消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者

に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消

費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 

（消費者基本計画） 

第９条　政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本

的な計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなければならない。 
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２　消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 長期的に講ずべき消費者政策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項 

３　内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基

本計画を公表しなければならない。 

５　前２項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。 

（法制上の措置等） 

第10条　国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわ

なければならない。 

２　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならな

い。 

（年次報告） 

第10条の２　政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告

書を提出しなければならない。 

第２章　基本的施策 

（安全の確保） 

第11条　国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必

要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、

安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講

ずるものとする。 

（消費者契約の適正化等） 

第12条　国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約

の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必

要な施策を講ずるものとする。 

（計量の適正化） 

第13条　国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがな

いようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な

施策を講ずるものとする。 

（規格の適正化） 

第14条　国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び

役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。 

２　前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうもの
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とする。 

（広告その他の表示の適正化等） 

第15条　国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤る

ことがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示

に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講

ずるものとする。 

（公正自由な競争の促進等） 

第16条　国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図

るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 

２　国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成

につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講

ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。 

（啓発活動及び教育の推進） 

第17条　国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提

供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活に

ついて学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職

域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

２　地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた

施策を講ずるよう努めなければならない。 

（意見の反映及び透明性の確保） 

第18条　国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見

を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必

要な施策を講ずるものとする。 

（苦情処理及び紛争解決の促進） 

第19条　地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門

的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等

に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村（特別区を含む。）

との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情

の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応す

るよう努めなければならない。 

２　国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的

知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上
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その他の必要な施策（都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。）を講ずるよ

う努めなければならない。 

３　国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的

知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（高度情報通信社会の進展への的確な対応） 

第20条　国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な

取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等

に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものと

する。 

（国際的な連携の確保） 

第21条　国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活に

おける安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促

進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。 

（環境の保全への配慮） 

第22条　国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対

する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講

ずるものとする。 

（試験、検査等の施設の整備等） 

第23条　国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備

し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等

の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。 

第３章　行政機関等 

（行政組織の整備及び行政運営の改善） 

第24条　国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組織

の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。 

（国民生活センターの役割） 

第25条　独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体

等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生

じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛

争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役

務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として

積極的な役割を果たすものとする。 
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（消費者団体の自主的な活動の促進） 

第26条　国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的

な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

第４章　消費者政策会議等 

（消費者政策会議） 

第27条　内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 消費者基本計画の案を作成すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審

議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価

し、及び監視すること。 

３　会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 

(1) 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。 

(2) 前項第２号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうと

するとき。 

第28条　会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２　会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 

３　委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

(1) 内閣府設置法（平成11年法律第89号）第11条の２の規定により置かれた特命担当大

臣 

(2) 内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第９条第１項に規定する特命担当

大臣（前号の特命担当大臣を除く。）及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が

指定する者 

４　会議に、幹事を置く。 

５　幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

６　幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（消費者委員会） 

第29条　消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほ

か、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）第６条の定めるところに

より、消費者委員会において行うものとする。 

附　則　抄 

１　この法律は、公布の日から施行する。 
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附　則　（昭和58年12月２日法律第78号） 

１　この法律（第１条を除く。）は、昭和59年７月１日から施行する。 

２　この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法

律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づ

く政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要

となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる

経過措置は、政令で定めることができる。 

附　則　（平成11年７月16日法律第102号）　抄 

（施行期日） 

第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(2) 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第23条、第28条並びに第30条の規定　

公布の日 

（別に定める経過措置） 

第30条　第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

附　則　（平成16年６月２日法律第70号）　抄 

（施行期日） 

１　この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２　消費者政策の在り方については、この法律の施行後５年を目途として検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附　則　（平成20年５月２日法律第27号）　抄 

（施行期日） 

第１条　この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

附　則　（平成21年６月５日法律第49号）　抄 

（施行期日） 

第１条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第９条の規定　この法律の公布の日 

（処分等に関する経過措置） 

第４条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令
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を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定

その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律

の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下

「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の

処分又は通知その他の行為とみなす。 

２　この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行

為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に

よりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

３　この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければ

ならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令

に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によ

りその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第５条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第７条第３項の内閣府令又は国家行

政組織法第12条第１項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第７条第３項の内閣

府令又は国家行政組織法第12条第１項の省令としての効力を有するものとする。 

（政令への委任） 

第９条　附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附　則　（平成24年８月22日法律第60号） 

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

附　則　（令和３年５月19日法律第36号）　抄 

（施行期日） 

第１条　この法律は、令和３年９月１日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公

布の日から施行する。 

（処分等に関する経過措置） 

第57条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令

を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機

関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律

の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下

この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした
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認定等の処分その他の行為とみなす。 

２　この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、

届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法

令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３　この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の

手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してそ

の手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律

の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされ

ていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

（命令の効力に関する経過措置） 

第58条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第７条第３項の内閣府令又は国家行

政組織法第12条第１項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第７条第３項のデジタル庁令又は

国家行政組織法第12条第１項の省令としての効力を有するものとする。 

（政令への委任） 

第60条　附則第15条、第16条、第51条及び前３条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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消費者教育の推進に関する法律 

 

目次 

第１章　総則（第１条１第８条） 

第２章　基本方針等（第９条・第10条） 

第３章　基本的施策（第11条１第18条） 

第４章　消費者教育推進会議等（第19条・第20条） 

附則 

第１章　総則 

（目的） 

第１条　この法律は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉

力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び

増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要

であることに鑑み、消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であることを踏

まえ、消費者教育に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明ら

かにするとともに、基本方針の策定その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定め

ることにより、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定

及び向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる

消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要

性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をい

う。 

２　この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費

生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代

にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚

して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 

（基本理念） 

第３条　消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付ける

ことができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。 

２　消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社

会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援す
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ることを旨として行われなければならない。 

３　消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、

年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならな

い。 

４　消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法

により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の

消費者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第９条第２項

第３号において同じ。）との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければなら

ない。 

５　消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外

の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った

情報を提供することを旨として行われなければならない。 

６　消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することがで

きるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行

われなければならない。 

７　消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その

他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配

慮がなされなければならない。 

（国の責務） 

第４条　国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができ

る自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念（以下この章

において「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

２　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び実

施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それ

ぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第５条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全法（平成

21年法律第50号）第10条の２第１項第１号に規定する消費生活センターをいう。第13条

第２項及び第20条第１項において同じ。）、教育委員会その他の関係機関相互間の緊密

な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方

公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 



24 

（消費者団体の努力） 

第６条　消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に

努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教

育に協力するよう努めるものとする。 

（事業者及び事業者団体の努力） 

第７条　事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者

の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団

体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消費者教

育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。 

（財政上の措置等） 

第８条　政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

２　地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章　基本方針等 

（基本方針） 

第９条　政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針（以下この章及び第４章におい

て「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 

(2) 消費者教育の推進の内容に関する事項 

(3) 関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項 

(4) その他消費者教育の推進に関する重要事項 

３　基本方針は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）第９条第１項に規定する消費者基

本計画との調和が保たれたものでなければならない。 

４　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ

ばならない。 

５　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の

意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

６　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第４項の規定による閣議の決定があったときは、

遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 



25 

７　政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する

施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね５年ごとに基本方

針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 

８　第４項から第６項までの規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県消費者教育推進計画等） 

第10条　都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進

に関する施策についての計画（以下この条及び第20条第２項第２号において「都道府県

消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２　市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方

針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育

の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第20条第２項第２号において「市

町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

３　都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画

を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場

合において、第20条第１項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織している都道

府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴かなければなら

ない。 

４　都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画

を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

５　都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画

を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育の推進に関する施

策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要がある

と認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を変更す

るものとする。 

６　第３項及び第４項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進

計画の変更について準用する。 

第３章　基本的施策 

（学校における消費者教育の推進） 

第11条　国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校（学校教

育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除

く。第３項において同じ。）の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者

教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。 
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２　国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実するため、

教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない。 

３　国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内外

を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものとする。 

（大学等における消費者教育の推進） 

第12条　国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第１条に規定する大学及び高等専門

学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育

に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第16条第２項において同じ。）におい

て消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等の消費生活にお

ける被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。 

２　国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体の協力を

得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、研修の機会の確保、

情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

（地域における消費者教育の推進） 

第13条　国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター（以下この章において「国

民生活センター」という。）は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教育が

適切に行われるようにするため、民生委員法（昭和23年法律第198号）に定める民生委員、

社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、

障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、

情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

２　国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等において

消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよ

う、必要な措置を講じなければならない。 

（事業者及び事業者団体による消費者教育の支援） 

第14条　事業者及び事業者団体は、消費者団体その他の関係団体との情報の交換その他の

連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう努めるものとする。 

２　事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生活に関す

る知識を広く提供するよう努めるものとする。 

３　事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う講習会を受講

させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 

４　事業者団体は、消費者団体その他の民間の団体が行う消費者教育の推進のための活動

に対し、資金の提供その他の援助に努めるものとする。 

（教材の充実等） 
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第15条　国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学

校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消

費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果的

な提供に努めなければならない。 

（人材の育成等） 

第16条　国、地方公共団体及び国民生活センターは、消費者安全法に定める消費生活相談

員その他の消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う者に対し、消費者教育

に関する専門的知識を修得するための研修の実施その他その資質の向上のために必要な

措置を講じなければならない。 

２　国及び地方公共団体は、大学等、研究機関、消費者団体その他の関係機関及び関係団

体に対し、消費者教育を担う人材の育成及び資質の向上のための講座の開設その他の自

主的な取組を行うよう促すものとする。 

（調査研究等） 

第17条　国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関その

他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的か

つ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外における消費者教育の内容及び

方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めなければならない。 

（情報の収集及び提供等） 

第18条　国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域その他の様々

な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報その他の消費

者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮しつつ、

これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。 

２　国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の消費者の

特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確かつ迅

速に反映されるよう努めなければならない。 

第４章　消費者教育推進会議等 

（消費者教育推進会議） 

第19条　消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。 

２　消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員

相互の情報の交換及び調整を行うこと。 

(2) 基本方針に関し、第９条第５項（同条第８項において準用する場合を含む。）に規

定する事項を処理すること。 
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３　消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者

団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係

する独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定す

る独立行政法人をいう。）の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

４　前２項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める。 

（消費者教育推進地域協議会） 

第20条　都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推

進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センタ

ーその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域

協議会を組織するよう努めなければならない。 

２　消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な

推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこ

と。 

(2) 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画

を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画

又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。 

３　前２項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要な

事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。 

附　則　抄 

（施行期日） 

１　この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（検討） 

２　国は、この法律の施行後５年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附　則　（平成26年６月13日法律第71号）　抄 

（施行期日） 

第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(2) 第１条中不当景品類及び不当表示防止法第10条の改正規定及び同法本則に１条を加

える改正規定、第２条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第３条及
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び第７条から第11条までの規定　公布の日から起算して２年を超えない範囲内におい

て政令で定める日 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸市消費者教育推進計画（第３次） 

令和６年 10 月発行 

 

発行者　　水　戸　市 

　　　　　          〒310-8610 

　　　　　          水戸市中央１丁目４番１号 

　　　　　          電話 029-224-1111(代表) 
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健全で豊かな消費生活都市宣言 

 

わたしたちは，将来にわたり，誰もが幸せに暮らしていくことの

できるまち・水戸の創造を目指し，健全で豊かな消費生活が送れる

社会を実現していきます。 

そのために，わたしたちは，安全で安心な消費生活が送れるよう

消費者の権利を尊重します。そして，消費者も事業者も，地球環境

の保全とともに，生活の向上，地域経済の発展に向け，それぞれが

身近なところから消費活動や事業活動に取り組み，消費者市民社会

を構築していきます。 

ここに，水戸市を「健全で豊かな消費生活都市」とすることを宣

言します。 

平成２７年４月１日 

水　戸　市 


